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提  案  理  由 

 

職場における実配置数を増員することにより、職員の負担軽減を図り、もっ

て子育てを応援する職場環境等の整備に資するため。 

 



松戸市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

松戸市職員定数条例（昭和２４年松戸市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条に次の２項を加える。 

２ 次に掲げる職員は、前項に規定する職員の定数に含まないものとする。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項の規定によ

り休職を命ぜられている職員 

⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２

条第１項の規定により育児休業をしている職員 

３ 前項の規定により定数に含まないものとした職員が復職した場合におい  

て、職員の数が第１項の定数を超えるときは、その定数を超える数の職員

は、１年を超えない期間に限り、定数に含まないものとする。 

第３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


